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2019年度 LEC税理士講座 

所得税法受講生の皆様へ 

LEC東京リーガルマインド 

税理士事業本部  

 

問題集4 訂正のお知らせ 

 

表題の教材につきまして、下記のとおり訂正がございますので、ご連絡差し上げます。受講生の

皆様にご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。 

 
■問題・解答冊子＜HU19457＞ 

頁 訂正箇所 訂正方法 

102 問題12 解答解説 
Ⅱ課税標準の解答欄を削除し、特定株式の損失

計算を所得の計算上で解答してください。 

訂正後 

摘要 金額 計算過程 

譲渡所得 

（上場株式等） 

 

（一般株式等） 

 

1,950,000

 

△1,500,000

（1）譲渡損益 

 （上場）B 株 

  5,000,000－(3,000,000＋50,000)＝1,950,000 

 （一般）C 株 

  50,000×30 株＝△1,500,000（価値喪失損失） 

  ※上場株式等の所得との通算については 
  課税標準の計算上で行われる 

 


